
第 10回松戸市環境審議会地球温暖化対策部会 会議録 

 

1 日  時：令和 5年１月 30日(月)14：00～15：10 

2 場  所：松戸市役所新館５階 市民サロン  

3 議 事：・松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理について 

       ・松戸市地球温暖化対策実行計画（令和４年３月改定）の進行管理の 

実施および、その評価手法の検討について 

4 出席者：【委員】 

・山田 千香子  部会長 

・古井 恒      委員 

・梅木 清    委員 

・岡本 健一   臨時委員 

・高橋 輝昌    臨時委員 

・中村 美枝子  臨時委員 

・増井 嘉則   臨時委員 

 

【事務局】 

・市毛 一己  （環境部長） 

・瀬谷 眞一   (環境政策課長) 

・成田 由美子  (課長補佐) 

・佐々木 史織  (主幹) 

・松戸 孝雄   (主査) 

・中村 修一  （主査） 

・初澤 克洋  （主査） 

・松田 圭史   (主事) 

 

【傍聴者】 

なし 

5 内容  

(事務局) それでは、ただいまより、第 10 回 松戸市環境審議会地球温暖

化対策部会を始めさせていただきます。 

本日の司会を務めさせていただきます環境政策課の松戸と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

本部会に先立つ、10月 31 日に開催されました、環境審議会にお

いて、審議会委員の委嘱・会長の選任、部会に所属する委員・臨時



委員の指名と部会長の指名がありました。 

その中で、部会に関する事項といたしまして、山田委員を部会

長とすることと、同じく委員の古井委員、梅木委員が部会委員と

することが了解されました。 

また、臨時委員につきましては、会の中で岡本委員、高橋委員、

中村委員、増井委員に努めていただくよう、会長より指名があり、

審議後、事務局から個別に就任の依頼を行い、これを承諾して頂

いております。 

開会に先立ちまして、松戸市環境政策課長の瀬谷より、ご挨拶

を申し上げます。 

(環境政策課長) 皆様こんにちは、環境政策課長の瀬谷と申します。 

本日はお忙しいところ、ご出席いただきましてありがとうござ

います。 

皆様もご存じの通り、昨年２月に松戸市では 2050年までに二酸

化炭素の排出を実質ゼロにするというゼロカーボンシティを宣言 

しており、その目標に向けて地球温暖化対策実行計画を改定、そ

して取り組んでいるところでございます。本日の議題は、その計

画の進行管理及び評価手法の検討等を審議していただくものでご

ざいます。 

また、本市としましても地球温暖化対策ゼロカーボンへの取り

組みには大変苦慮しているところでございます。本日皆様のご意

見などを参考にして参りたいと思いますので、是非闊達な議論を

していただきますようお願い致します。 

簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。 

(事務局) 次に、委嘱後、初めての会議となりますので、まず、委員の皆様

に自己紹介をお願いしたいと思います。 

恐れ入りますが、山田部会長から時計回りの順にお願いできま

すでしょうか。 

(各委員) （委員自己紹介） 

(事務局) 委員の皆様、ありがとうございました。 

続きまして、今回、新しく参画なさる委員もいらっしゃること

から改めて、市の職員を紹介いたします。 

それでは、市毛環境部長より順にご自身でご挨拶をお願い致し

ます。 

(職員) （市職員自己紹介） 

(事務局) それでは、早速ですが、ここからは松戸市環境審議会条例第 8条



第 1 項及び第 9 条第 7 項の規定により、議事進行を山田部会長に

お願いしたいと思います。山田部会長よろしくお願いいたします。 

(山田部会長) それでは、引き続きまして、私が議事を進行させていただきま

す。初めに、本日の委員の出席状況について、事務局から報告願

います。 

(事務局) 本日、欠席の方はいらっしゃいませんので、松戸市環境審議会

条例第 8 条第 2 項に基づき、委員および臨時委員の過半数の出席

により本会議が成立する事を報告します。 

(山田部会長) ありがとうございます。 

続きまして、本部会の運営については、基本的に、松戸市環境審

議会条例などの定めるところによるものとなります。 

したがって、本部会は松戸市環境審議会の組織及び運営に関す

る規則第 3 条第 1 項および第 2 項の規定により、公開となってお

ります。 

なお、傍聴を希望される方への注意事項等については、環境審

議会で定める事項とさせていただいておりますので、ご承知おき

ください。 

本日は、傍聴希望者はおりますか。 

(事務局) 傍聴希望者はおりませんでしたので、ご報告いたします。 

(山田部会長) それでは、議事に移る前に、「部会長の職務を代理するものの指

名について」でございますが、こちらにつきましては、松戸市環

境審議会条例第 9 条第 5 項の規定に基づき、引き続き中村委員を

指名させていただきます。 

次に、事務局よりお手元の資料について確認をさせていただき

ます。事務局の方、お願いします。 

(事務局) （資料の確認） 

(山田部会長) では、議事に移りたいと思いますので、(1)「松戸市地球温暖化

対策実行計画の進行管理について」、担当よりご説明をお願いしま

す。 

(事務局) それでは、松戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の進行

状況についてご説明させていただきます。こちらは令和 4 年 3 月

に改正される前の松戸市地球温暖化対策実行計画による報告とな

ります。 

今回初めて地球温暖化対策部会に参加される委員・臨時委員の

方もいらっしゃいますので、区域施策編の進行管理の手法につい

て説明いたします。市内全域から排出される温室効果ガス排出量



については、国から発表されるデータをもって評価するとしてお

ります。また、このデータの発表が翌々年であることから、この

間の温室効果ガス排出量を間接的に確認できるような指標とし

て、経済産業省資源エネルギー庁がホームページで公表している

電気事業者による松戸市域太陽光発電導入容量で評価することと

しております。こちらの手法につきましては、平成 29 年 1 月 25

日に開催された第 1 回地球温暖化対策部会及び平成 29 年 5 月 31

日に開催された第 2 回地球温暖化対策部会において議論され、環

境審議会に報告し、市長に答申されたものです。 

それでは、お手元配布資料の「資料 1」をご覧ください。 

初めに、「１ 松戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の概

要」をご説明いたします。 

区域施策編では、松戸市全域から排出される温室効果ガスを削

減するため、平成 17年度を基準年度として、短期計画期間の令和

2 年度までに 11％以上削減、中期計画期間の令和 12 年度までに

20％以上削減することとしております。 

温室効果ガス排出量につきましては、「２ 松戸市域の温室効果

ガス排出量及び太陽光発電導入容量について」の表-1をご覧くだ

さい。 

昨年の 4 月に国から発表されている排出量の遡及修正が行わ

れ、わずかではありますが遡りで数値が変更となりました。 

現行の計画の基準年度である平成 17 年度の排出量は 3,313[千

t-CO2]となっており、対して、最新のデータとなる令和元年度値

は 2,636[千 t-CO2]と、約 20.4％の排出量の減少が見られ、短期目

標の目標値よりも削減が進んでおります。 

なお、部門毎の排出量の推移については、「資料 1(参考)」の上

段に示しております。 

次に表-2「松戸市域の太陽光発電導入容量」をご覧ください。 

太陽光発電導入量については、表-2のとおり増加傾向となって

おります。「資料 1(参考)」の下段をご覧いただきますと、先ほど

申し上げた 2 つのデータをグラフにまとめたものを記載しており

ます。発電導入量が増加傾向であるのと対照的に、温室効果ガス

排出量は減少しております。したがって、令和元年度の進行状況

は概ね良好であると考えられます。 

資料 1 に戻りまして、全体のまとめとさせていただきます。区

域施策編の短期計画期間（令和 2 年度）の目標値は当時のベース



で 2,800[千 t-CO2]、比率で表すと平成 17年度比で 11％削減とな

っています。 

この目標は現在の傾向が継続すれば、達成できる可能性が高い

と推定されますが、目標年度の令和 2 年度以降を見据えて、より

一層の排出量の削減のため、省エネルギー及び再生可能エネルギ

ーの普及促進、脱炭素型のまちづくりの推進等、目標達成に向け

た施策を継続して推進して行くことが必要です。 

区域施策編の進行管理の報告は以上です。 

続きまして、事務事業編の進行状況についてご説明させていた

だきます。 

初めに、事務事業編の進行管理の手法について説明いたします。

温室効果ガス排出量と共にエネルギー使用量及び計算に使用した

排出係数を掲載することとしております。こちらの手法につきま

しては、平成 29 年 1 月 25 日に開催された第 1 回地球温暖化対策

部会において議論され、環境審議会に報告し、市長に答申された

ものです。 

それでは、お手元にございます「資料 2」をご覧ください。 

まず市役所における燃料別のエネルギー使用量の報告をさせて

いただきます。次に、そのエネルギー使用量を基に計算をし、作

成しました温室効果ガス排出量を報告させていただきます。なお、

例年の報告では当該年度とその前年度の 2 年度分を表で示してお

りましたが、今年度の報告につきましては、前年度である令和 2年

度については新型コロナウイルスへの対応という特異的な社会状

況の変化があったため、その前年度である令和元年度も併記し、

推移を評価していくものとします。 

それでは、さっそく本題に入ります。 

まず、松戸市地球温暖化対策実行計画事務事業編の概要につい

てです。事務事業編は、本庁舎等の市長部局施設のほか、水道部、

病院、教育委員会、消防等市役所すべての事務事業を対象とし、

温室効果ガス排出量削減のために作成された計画になります。本

計画の期間は 1 年延長し平成 28 年度から平成 33 年度（令和 3 年

度）までの 6 年間を計画期間としております。1 年延長した理由

は、松戸市総合計画の計画終期が令和 2 年度から令和 3 年度に変

更されたことにより、それと整合するために本計画を延長したこ

とによります。 

この計画の報告内容については、電気・都市ガス・プロパンガ



ス・灯油・重油・ガソリン・軽油の燃料関係の使用量、ガソリン・

軽油・天然ガスの自動車燃料の使用量、燃料別・車種別走行距離、

HFC(ハイドロフルオロカーボン）封入自動車数、一般廃棄物の焼

却、下水及びし尿の処理が報告項目になっています。 

それでは、本資料 2 の令和 3 年度エネルギー使用量及び温室

効果ガス排出量の説明に移らせていただきます。なお資料中にも

記載がありますが、自動車燃料使用量については、過年度の値に

ついて精査し修正を行いました。 

まずエネルギー使用量についてですが、全体として燃料使用量

は増加しています。増加した要因として、新型コロナウイルス感

染症の拡大防止のために公共施設の閉鎖や利用中止等の対応をし

た令和 2 年度から令和 3 年度は通常の運営に徐々に戻っていった

ことが主な要因と考えられます。 

次に、裏面にございます表-2温室効果ガス排出量に移ります。

温室効果ガスの排出量は、先ほど説明させていただきましたエネ

ルギー使用量に排出係数と温暖化係数をかけて温室効果ガス排出

量の計算をします。今回、説明は割愛させていただきますが、参

考までに次のページに計算で使用しましたエネルギー使用量の排

出係数及び温暖化係数を記載させていただいておりますのでご確

認くださいますようお願いいたします。 

話を戻しまして、排出量の説明をいたします。令和 3 年度の温

室効果ガス排出量は合計 44,560ｔであり、令和 2年度と比べて 720

ｔ増加しております。令和 2 年度と比較すると、コロナウイルス

への対応等により、排出量の増加が見られたものの、令和元年度

と比較すると排出量は減少しております。一方、一般廃棄物の焼

却による温室効果ガス排出量は減少しており、ごみ減量・資源化

に向けた取り組みが成果として現れていると言えます。 

表-2の内訳をみますと、エネルギー使用量と比例する形で増減

しています。特に電気につきましては、排出係数の表にあります

ように各施設において、排出係数の低い電気事業者と契約を結ぶ

「環境配慮契約」を採用し、様々な電気事業者と契約を結んでい

ます。推計方法上、排出係数の値が小さいほど、温室効果ガス排

出量が低くなるため、こういった取組を推進することが重要です。 

最後に、全体を通してのまとめとしまして、令和 3 年度排出目

標値 46,895ｔに対して、令和 3 年度の温室効果ガス排出量は

44,560ｔとなり、目標値と比べまして約 5%の削減を達成しました。



また、今回で平成 28年度から令和 3年度までの計画期間の最終年

度となることから、この計画期間 6 年間のまとめとしましては、

平成 29 年度までは排出量が増加しておりましたが、平成 30 年度

以降減少に転じ、令和 2 年度からは目標を達成しました。環境配

慮契約の推進や機器の更新を行う際に省エネ製品を選択する等

の、温室効果ガスの削減に資する取組みの強化が成果として現れ

たと考えられます。 

事務事業編の説明は以上となります。 

最後に、令和 4 年度第 2 回環境審議会への第 8 次報告を行うに

あたり、資料 3 のとおり報告文書（案）を作成しましたので、ご

確認いただければと思います。 

私の説明は以上となります。ありがとうございました。 

(山田部会長) ただいま、担当から「松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管

理について」の説明がありましたが、質問やご意見等がありまし

たら、お願いいたします。 

(高橋委員） よろしいですか。資料２の説明で通常２年間のデータを出すが、

コロナの影響でその１年遡りの令和元年度からデータを載せてい

ますという説明がありました。令和元年度から令和２年度にかけ

ては、コロナの影響で大幅にエネルギー量が減ったと、令和３年

度は増えていると、そこで令和３年度における市の活動状況とい

うのは、コロナ前の同じに戻ったと考えていいということでしょ

うか。あるいは、今後またエネルギー量が増えていくということ

でしょうか。 

(事務局） 令和２年度は、施設が休館、学校でいいますと休校という対応

を取った期間がありました。令和３年度に関しましては、時間を

短くするという対応がありましたが、コロナ対応で休館する・休

校するということはありませんでした。 

(高橋委員） ほぼ通常通りに戻っている。なおかつ、減っているからこれは

削減の効果があったというご判断でしょうか。 

(事務局） はい。 

(高橋委員） ありがとうございます。 

(山田部会長) 他にはいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

ありがとうございました。 

議事の(1)、「松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理につい

て」は基本的には担当から提示のあった内容で概ね妥当なものと



し、本日頂いたご意見も踏まえて、部会長である私に一任いただ

き、事務局と調整したうえで、資料３をもって審議会へ報告した

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 （異議なし） 

(山田部会長) ありがとうございます。 

それでは、次の議事に移らせていただきます。議事(2)の「松戸

市地球温暖化対策実行計画（令和４年３月改定）の進行管理の実

施および、その評価手法の検討について」、担当より説明をお願い

致します。 

(事務局) それでは、新たな計画についてご説明いたします。 

松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理ついてですが、新し

い計画では 2022年(令和 4年)3月に松戸市地球温暖化対策実行計

画が改定されましたので、今回は改定された新計画に対する進行

管理についての議題となります。 

お手元にございます「資料 4」をご覧ください。 

2022 年(令和 4 年)10 月 31 日付けで、松戸市長から松戸市環境

審議会に「松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理の実施およ

び、その評価手法の検討について」諮問があり、同日に開催され

た松戸市環境審議会において、松戸市環境審議会地球温暖化対策

部会に付議されましたので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、「資料 5」についてご説明させていただきます。 

松戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の進行管理(案)つ

いて説明致します。 

今回は改定された新計画に対する進行管理について、事務局に

て案を作成いたしました。事務局にて作成した案はイメージでは

ありますが、分かりやすいようにデータがあるものについては、

実数を表示しております。 

お手元にございます「資料 5」をご覧ください。 

市域からの温室効果ガス排出量については、松戸市地球温暖化

対策実行計画に基づいて推計したデータにより評価いたします。

松戸市全域から排出される温室効果ガスを削減するため、2013年

度を基準年度として、中期目標年度 2030年度までに 46%以上削減

することを目標としています。 

以前の計画では、環境省がホームページで公表している市域の

温室効果ガス排出量について、評価しておりましたが、2年遅れて

公表されるため、経済産業省資源エネルギー庁がホームページで



公表している市域の太陽光発電導入容量についても、直近の状況

を評価しておりました。 

新たな計画では、「都道県別エネルギー消費統計」などの統計資

料から温室効果ガス排出量を推計しております。排出量等の状況

につきましては、図-1「松戸市の二酸化炭素の排出量の推移」を

ご覧ください。基準年度と目標年度との間に最新年度の二酸化炭

素排出量を棒グラフで表示することで、二酸化炭素排出量の推移

を可視化して管理したいと考えています。 

2021年 1月実績より東京電力パワーグリッド株式会社にて、松

戸市託送電力量の集計が可能となりましたので、これを基に推移

を示したいと考えております。 

表-1は松戸市域の電力量の合計を年度ごとに示したものです。

厳密に申し上げますと、2022年 11月までのデータしかないため、

比較のため 2021 年度は 2021 年 1 月から 11 月まで、2022 年度は

2022年 1月から 11月までの合計としております。 

表-2は表-1の電力量に「全国平均排出係数」をかけて「電力由

来の温室効果ガス排出量」を算定しております。図-2、図-3は、

電力由来の温室効果ガス排出量の推移について、それぞれ棒グラ

フと折れ線グラフによって表したいと考えています。 

また、市の取組の実績として、省エネルギー設備の導入促進を

目的とした補助事業の累積交付件数によって示したいと考えてお

ります。 

松戸市では 2010年度から、省エネルギー設備の導入促進のため

の様々な補助事業を実施しています。図-4～6 は補助金の累積交

付件数を棒グラフで表したものです。図-4 は 2016 年度からのゼ

ロエネルギー住宅の累積交付件数、図-5 は 2016 年度からの省エ

ネルギー診断による設備改修の累積交付件数、図-6 は 2010 年度

からの電気自動車の累計交付件数を表しています。これからのグ

ラフを表示することにより、二酸化炭素排出量の削減に向けた市

の取り組み状況を可視化して管理したいと考えています。 

最後に総評として、市域の温室効果ガス排出量が基準年度に対

してどれだけ減少しているか、今後の課題など表記しております。 

区域施策編の進行管理(案)については、以上となります。 

続きまして、資料 6 事務事業編についてご説明させていただき

ます。 

松戸市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の進行管理(案)に



ついてご説明致します。事務局にて作成した案はイメージではあ

りますが、分かりやすいようにデータがあるものについては、実

数を表示しております。 

お手元にございます「資料 6」をご覧ください。 

まず、「1.松戸市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の概要」

を示します。次に、「2.温室効果ガス排出量等の状況」につきまし

て、図-1は松戸市役所の事務及び事業から排出される温室効果ガ

スの排出量の推移を事務系施設、事業系施設、公用車と分類別に

棒グラフで示したものです。基準年度 2013年度、最新年度、目標

年度 2030年度の順に排出量を可視化して、温室効果ガスの排出量

の推移を確認したいと考えております。 

続いて、表-1をご覧ください。直近 3年の事務系施設、事業系

施設、公用車について、施設類型別に温室効果ガス排出量の推移

を表しています。例えば、こちらの表からは、教育施設について

は増加、環境施設については減少など、増減内容を分析する上で

参考になると考えています。 

図-2、3、4は最新年度の温室効果ガス排出源の構成を円グラフ

で表示したいと考えています。例えば、事務系及び事業系施設の

排出源は電力の占める割合が高いことが分かります。また、公用

車については、排出源にガソリンの占める割合が高いことが分か

ります。 

各燃料の排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行

令において規定されていますが、電力に関しては、発電のために

投入される燃料（石炭、天然ガス、原子力、再生可能エネルギー

等）により異なることから、電気事業者ごとに毎年変化します。 

図-5では、電気使用量と電気に係る温室効果ガス排出量の推移

をグラフで表わしたいと考えています。図-6では、全国平均の排

出係数の推移、市で契約した電気事業者の排出係数の推移を表し

たいと考えています。国のエネルギー基本計画では、2030年度の

電力排出係数 0.25kg-CO2を達成することを目指していますので、

こちらもグラフに表示したいと考えております。 

続いて、図-7をご覧ください。実績データが 2021年度しかない

ため、空欄としておりますが、公用車の台数と電動化率について、

ガソリン車と電動車の台数を棒グラフ、電動車等の導入率を折れ

線グラフで表示することを想定しています。例えば、2021年度現

在、公用車 413 台のうち、電気自動車は 3 台、ハイブリッド車は



11 台、燃料電池自動車は 1 台、電動化率は 3.6%となっておりま

す。 

「3.総評」として、事務事業における温室効果ガス排出量が基

準年度に対してどれだけ減少しているか、今後の課題など表記し

ます。 

最後に最終ページの参考をご覧ください。こちらは、温室効果

ガス排出量の算定に用いた排出係数等を示します。 

事務事業編の進行管理(案)については、以上となります。 

(山田部会長) ありがとうございました。ただいま担当から「松戸市地球温暖

化対策実行計画（令和４年３月改定）の進行管理の実施および、

その評価手法の検討について」の説明がありましたが、質問やご

意見等がありましたら、お願いいたします。 

(高橋委員) ご説明いただいた内容は、異論はないのですが、教えていただ

きたいことがありまして、資料 6 の 1 ページ目の棒グラフを見ま

すと、事業系施設の二酸化炭素の排出量が令和 3 年度に比べて増

えている。それに比べて他は、大幅に減っているのだけれども、

こういう形で見込んだ根拠は何でしょうか。 

(事務局) 事務系施設と事業系施設の内訳がございます。次のページをめ

くってもらいまして、例えば事務系施設では、教育施設というも

のがございます。こちらは、増加傾向がございます。事業系施設

につきましては、環境施設、クリーンセンター等を停止した影響

もございまして減少している。それぞれの施設で増えるものもご

ざいますし、減るものもございます。内訳を分析していきたいと

考えています。 

(高橋委員) わかりました。2021年度では、クリーンセンターが停止してい

るから真ん中の棒グラフが 13000 くらいの値になっていて、それ

がまた再稼働すれば 15000 くらい令和 12 年度ですけれどもそう

いう見込みということですね。 

(事務局) そうです。特にクリーンセンター等の影響が大きいと考えてお

ります。 

(高橋委員) ありがとうございます。 

(山田部会長) 他にはいかがでしょうか。 

すみません。私の方から 3点ほどございます。 

まず資料 5 の 2 ページ目を拝見すると電力由来の温室効果ガス

排出量というのは概ね減少しているのですが、家庭用その他のと

ころのみ増えていますね。そうするとやはりご家庭をどう考えて



いくかが絶えず課題なのかなという思いが致しました。それが１

点目です。 

資料 6に入りまして 2ページ目になります。こちらも 2018年度

を一つの基準年度としますと 19，20，21と概ね減少していますけ

れども唯一教育施設だけが大きいのですね。このあたりをどのよ

うに考えていたらよろしいのかというのが 2点目です。 

それからもう 1 点というのが資料 6 の次ページになります。電

力に関して発電のために投入される燃料によって真ん中のグラフ

の 3行目からになるのですが、「電気事業者ごとに毎年度変化しま

す」ということで先ほど東電さんの岡本様からご挨拶いただいた

時に「石炭を」ということを仰っていましたので、その使用見通

しがどのくらいなのか、さらには増加する排出炭素量というのが

どの程度影響するのか教えていただけましたらと思います。 

(事務局) 教育施設につきましては、全体数の増加もございますし、冷暖

房といった影響もございます。特に猛暑などですと、やはり冷房

の稼働率というのも高くなります。逆にコロナ禍などで冬場に暖

房する際は、窓を開けながら換気して使用しておりますので効率

が落ちてしまうなどの影響ではないかと思われます。 

(環境部長) すみません。こちらにつきましては、現在学校に空調機等を整

備しておりまして、その関係で増加しております。自然に増とい

うこととなっております。 

(山田部会長) 空調機を付けたことによるそれもコロナ対策ですよね。換気を

ということで。 

(事務局) 補足させていただきますと、空調に関しましては、コロナ対策

ということで換気をしながら空調を使っているということになり

ましたので空調の効率が下がっている。2019年度より 2020年度、

2020年度はコロナで休校になっていたにも関わらず増えていると

いうことがありまして、2021年度については、さらに増加してお

ります。 

(山田部会長) はい。ありがとうございます。 

(岡本委員) 岡本です。結論から申しますと、石炭の使用見通しということ

なのですが、はっきりとお答えすることが難しいところでござい

ます。というのも東京電力というグループ以外の全国的な発電事

業者が点在しておりますので、そこでどれくらいというのが見え

ないものですから、今後の見通しというところを具体的に申し上

げるということが難しいです。ただ報道・新聞情勢を見ますと自



然エネルギーをもっと増やそう、あるいは洋上風力を増やそうと

いう動きも出ておりますし、原子力の問題も賛否色々ございます

が、政府としては稼働に向けてという方針を出されておりますの

で、自ずと下がるのではないかという思いはございます。具体的

に将来どうなるかというのは見通せないような感じでございま

す。 

(山田部会長) ただ現在は使用しているということですね。 

(岡本委員) はい。現在は使用しているところでございます。足りない時に

より使用しているという状況です。 

(山田部会長) わかりました。ありがとうございます。私からは以上です。 

ご意見いかがでしょうか。 

(梅木委員) それでは１つ。今回の新しい実行計画で目標としては 2030年に

2013年度比で 33％削減ということでこの数字自体は、将来的にカ

ーボンの排出をゼロにするというところに続けてこの数字になっ

ているのでしょうか。 

(事務局) 長期的にはゼロを目標としているのですが、その途中段階で実

現可能なものということで 33％を積み上げで算定致しました。 

(梅木委員) わかりました。ゼロということは実際に中身としましては、こ

こにあるような従来型の延長では達成が困難な感じもしますので

どこかの時点で革新的な中身が入らないとゼロにはならないなと

いう感じが気になりまして発言しました。 

(事務局) 今後ですね色々と議論があるかと思います。庁舎の建て替えな

どあった場合にそういう大胆なエネルギー転換など検討していく

べきだとは考えておりますが、実際そこまで落とし込めていない

状況でございます。 

(環境部長) 元々ですね、病院やクリーンセンターもそうですが、市の事務

事業の市役所というものが 24 時間稼働するというのがございま

してなかなか急激に下げる方策というところが難しいところがご

ざいますので、今のところ 33％という計画を立てているところで

ございます。 

(梅木委員) はい。わかりました。市だけのやり方ではできないというのは

私もそうだろうなと思っているところですが、ただ従来の延長上

ではできないだろうなと一方ではしているものですから。 

(山田部会長) そうですよね。これまで全体で取り組んできていて思うようで

ない結果ですから、小手先の対応ではとても削減できない状況に

来ているのではないかという思いはしますけれども、あくまでも



私個人的な感想です。 

(中村委員) 資料 5 ですけれども、先ほど部会長からもご指摘のあった表-2

ですかね。家庭用その他だけが減らない状況がありまして、とな

りのページを見ますと色々補助をして取得率が伸びているので、

やれることはやっていて反応が悪くないのだけれども減らないと

いう感じを受けてしまうと思うのでこれをすごくしても減る方向

に貢献できる可能性が残念ながら数字だけですが見込めてしまう

というのはどうしたらよいのでしょうか。補助をしてもつながら

ない。 

(事務局) 補助金というのは、一定の交付件数がありますけれども全ての

原因がわかっているというわけではございません。なかなかその

辺で直接連動するというのは難しいところでございます。あと、

家庭用で排出量が上がっているというところですけれども、まだ

分析しきれていない部分がございます。電力の構成そういったも

のも影響があるのではないかと思います。 

(中村委員) 自宅にいると家庭用が増えるとかそういうことですか。 

(岡本委員) 当然コロナで産業用は使用料が減っていて、家庭用がどっと伸

びているというのもございますし、松戸市自体の人口も増えてい

るため、当然使用料も増えます。こういった影響もあるかなと思

います。 

(増井委員) すみません。弊社も都市ガスの事業者でございますが、こちら

の方に記載していただいておりますエネファームですね、こちら

の方販売しておりますが、やはりコロナ禍でリフォームのお話は

ありますが、ご自宅に来てほしくない、工事してほしくないなど

のお客様が非常に多かったというところがございました。最近で

は、こういうお話も進んでおりまして省エネの機材の購買意欲と

いうのは高まっているのかなとは思います。コロナ禍において、

巣ごもりで家ではエネルギーをいっぱい使っているけれども省エ

ネの機材に関しましてはあまり上手く販売ができていなかったと

いうところもあったとございます。今後は、住宅設備とかゼロエ

ネルギーとかそういうところもどんどん進んでいくのかなと考え

られるところでございます。 

(中村委員)  ありがとうございます。 

(山田部会長)  ありがとうございます。コロナ禍というのがどういう風に影響

して今後どのような形で戻るのかどうかそのようなところが全く

読めない状況でありますので市としても数値目標というのがコロ



ナ禍において難しいところがあったのではと拝察いたします。そ

して、2050 年ですので今年は 2023 年、中間報告まで 7 年ですよ

ね。7 年ですとある程度まではいけそうだなという数値の減少率

ですけれども、その先が 2050年まででゼロというところが厳しい

印象を受けますね。 

 よろしいですか。 

ありがとうございました。 

議事の(2)、「松戸市地球温暖化対策実行計画（令和４年３月改定）

の進行管理の実施および、その評価手法の検討について」は基本

的には担当から提示のあった内容で概ね妥当なものとし、本日頂

いたご意見も踏まえて、部会長である私に一任いただき、事務局

と調整したうえで、審議会へ報告したいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 （異議なし） 

(山田部会長) それでは、事務局にて報告文案を作成しておりますので配布願

います。それでは、担当者から説明していただければと思います。 

(事務局)  はい。令和 4 年 10 月 31 日付けをもって地球温暖化対策部会に

なされた「松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理について(付

議)」については、別紙のとおりとすることが適当であるとの結論

を得ましたので、報告します。 

なお、今後は、年度ごとに区域施策編及び事務事業編の進行管

理をそれぞれの評価手法により、実施してまいります。   

こちらで環境審議会会長宛てに報告いたします。 

 次のページに移ります。先ほど説明致しました進行管理の案を

文章でまとめたものです。 

 背景としましては、地球温暖化対策部会では、環境審議会から

の付議を受けて、令和 5 年 1 月 30 日に部会を開催し、「松戸市地

球温暖化対策実行計画」区域施策編及び事務事業編における進行

管理の手法等についての議論を行い、結論としてまとめたので報

告するものです。 

 区域施策編の進行管理につきましては、市域からの温室効果ガ

ス排出量については、別添のとおり「松戸市地球温暖化対策実行

計画」に基づいて推計したデータをグラフにて示し、基準年度

（2013 年度）と目標年度（2030 年度）及び 2022 年度以降のデー

タを示し、二酸化炭素排出量の推移を確認できるようにするもの

とします。 



また、松戸市域の電力量から電力由来の温室効果ガス排出量を

算出し、グラフにて部門ごとの推移を示すこととし、さらに、市

の取組の実績として、省エネルギー設備の導入促進を目的とした

補助事業の累計数を示すものとします。 

事務事業編の進行管理につきましては、公表の方法等について

は、別添のとおり「松戸市地球温暖化対策実行計画」に基づいて

算出した松戸市役所の温室効果ガス排出量の推移をグラフで示

し、施設類型別の温室効果ガス排出量の推移（直近 3 年）を表に

て示すものとします。 

また、電気使用量と温室効果ガス排出量の推移及び電気事業者

の排出係数の推移を示すものとします。市の取組においては、公

用車の電動化率の推移にて示すものとします。 

今後につきましては、年度ごとに区域施策編及び事務事業編の

進行管理をそれぞれの評価手法により、実施してまいります。 

別添につきましては、先ほどはイメージとして実数の表やグラ

フで示さしていただきましたが、こちらでは省いております。今

後の進行管理の数値を載せていきたいと思います。以上となりま

す。 

(山田部会長)  ありがとうございました。 

 委員の皆様、報告文案につきまして、こちらの形でよろしいで

しょうか。 

(中村委員) １つだけ確認させていただきたいです。グラフで示すのはすご

くわかりやすいのですが、今まで太陽光の導入率の推計を使って

いたのをやめて、もっと正確なものがありますよという理解でよ

ろしいですか。これからの区域施策編の進行管理です。 

(事務局) 今回電気だけのものですので正確かどうかはわからないです

が、実数で管理できる。そして、新しく東京電力パワーグリッド

よりこういったデータが出せるようになったということなのでこ

ちらを用いていきたいと思います。 

(中村委員) 前より正確になるイメージですが、その理解でよろしいですか。 

(岡本委員) 前よりは正確になるかとは思われます。スマートメーターとい

う電子メーターの取り付けがほぼ終わりましたので、このくらい

の時期からデータとして取れるようになったという状況です。 

(中村委員) はい。わかりました。ありがとうございました。 

(山田部会長) ありがとうございました。 

他にはございませんでしょうか。 



 （異議なし） 

(山田部会長) それでは、配布しました形で、松戸市環境審議会会長あてに報

告をさせていただきます。 

それでは、最後に、3「その他」について、事務局から何かござ

いますか。 

(環境政策課長) 事務局から、一点報告させていただきたいと思います。 

令和 5 年度に予定しております新規事業について、この場をお

借りしましてご報告させていただきます。 

本日、ご協議頂いた地球温暖化対策計画の中で 2050年度の目指

す将来の姿として「みんなでつくる脱炭素のまちまつど」を掲げ、

市民、事業者及び市役所が連携し、省エネルギー及び再生可能エ

ネルギーの普及促進、脱炭素型のまちづくりの推進、気候変動へ

の適応の推進、地域における連携の推進等に取り組むものとして

おります。 

「みんなでつくる脱炭素のまちまつど」の実現に向け、令和５

年度に「（仮称）脱炭素市民会議」を立ち上げたいと考えておりま

す。具体的な内容は、まだ検討段階ではございますが、ご出席の

企業、大学にはご協力をお願いすることになろうかと思いますの

で、その時にはよろしくお願いいたします。 

また、当該事業は、３月の予算審査委員会での審査、議会の承認

を経て、事業が決定するものでございますので、ご理解のほどお

願いいたします。 

先ほど家庭の電力に問題があるというお話がございました。ま

さにそのような問題が課題としてあると考えておりますので、こ

のような市民会議を通して、市民を巻き込んだ形の取り組みを進

めて参りたいと考えているところでございます。 

私からの報告は以上となります。 

(山田部会長) ありがとうございました。 

みんなでつくる脱炭素のまちという市民会議が発足するという

お話で、委員の皆様方へご依頼があるかもしれませんのでよろし

くお願い致します。 

それでは以上をもちまして、第 10回松戸市環境審議会地球温暖

化対策部会を終了いたします。 

長時間にわたり、お疲れ様でした。また、議事の進行にご協力い

ただきまして、ありがとうございました。 

それでは、司会を事務局にお返しいたします。 



(事務局) 本日は、長時間にわたりありがとうございました。 

以上を持ちまして終了させていただきます 

本日は、ご出席を賜りましてありがとうございました。 

【議事終了】 

以上 

 

 


